
政府決定（平成２０年６月１２日）に基づき

後期高齢者医療保険料が見直されます。
●保険料の決まり方

　保険料は、被保険者全員が一律に負担する均等割額と、所得

に応じて負担する所得割額を合計し、個人単位で計算されます。

　所得が低い方や社会保険等の被扶養者であった方には、保険

料の軽減措置があります。

　市役所高齢者支援課から、平成２０年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書・特別徴収開始通知

書等を送付しましたが、下記の対象となる方については、保険料が更に軽減されます。８月以降にお

送りします減額後の保険料額変更決定通知書でご確認ください。（該当者のみに送付します。）

　後期高齢者医療制度の保険料について、本年４月より年金からお支払いいただいている方、又は

本年１０月より年金からお支払いいただく予定となる方のうち、下記のいずれかの要件を満たす方は、

市役所にお申し出いただければ、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となりました。

保 険 料
【均等割額】
被保険者全員が

負担

【所得割額】
被保険者の所得に
応じて負担

＝ ＋

１　保険料の軽減割合を拡大します

２　保険料のお支払い方法の選択が出来ます

【対象となる方】

平成２０年度の均等割額(４６,７００円)が

７割軽減されている方（年額１４,０００円）

均等割額が一律８.５割軽減

となります。

（年額６,９００円）

                             【対象となる要件】

① 国民健康保険の保険税を確実に納付されていた方（本人）が口座振替により納付する場合

　（国保の世帯主で滞納のなかった方が対象です。）

② 年金収入が１８０万円未満の方で、世帯主であるお子さん、または配偶者の口座より納付する場合

※①、②とも口座振替依頼の手続きが必要となります。

【対象となる方】

「保険料のもととなる所得金額」（※１）が

５８万円（年金収入２１１万円）以下の方

所得割額が一律５割軽減

になります。

（年金収入２００万円の場合２０,２００円の減）

　高齢者支援課もしくは各支所市民係にお申し出いただいた後、速やかに年金からのお支払いを中

止する手続きを行いますが、約３ヶ月程度のお時間がかかりますのでご了承ください。（要件該当

確認後、「保険料納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書控え（写し）」の提出が必要です。）

要件に該当しない場合はお支払い方法の変更ができませんので、必ず係に要件に該当しているかを

ご確認ください。

　　　　　問い合わせ先：高齢者支援課　高齢者医療係（　２２－３１４５）及び各支所

（※１）総所得金額－３３万円


